
●�不服申立ての手続きが「審査請求」
に一元化され、分かりやすくなりました。

●�これまで処分等があった日から６０日
以内であった審査請求期間が、３カ月
以内に延長されました。

情報公開請求、自己情報開示請求の決定などに対する審査請求は、これまでどおり戸田市情報公開審査会、戸

田市個人情報保護審査会で審査します。

●�審理手続きが見直され、処分に関与していない職員が審理手続きを行う
「審理員制度」を導入
●�第三者の立場から市の判断の妥当性をチェックする「第三者機関（戸田市
行政不服審査会）への諮問手続き」を導入

●�審理手続きに係る書類の閲覧の範囲を拡充し、謄写（コピー）も可能に

　行政庁が行った処分に不服を申し立てる手続きなどを定めた「行政不服審査法」が全面的に見直され、平成２８年
４月１日から新たな不服申立ての制度が始まります。これに伴い、住民からの審査請求について調査審議する行政
不服審査会の組織や運営などについて必要な事項を定めた「戸田市行政不服審査法施行条例」を制定しました。
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